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事業者・医療機関の皆様へ
労働者ががん等の病気になってしまった時、

治療も仕事も、無理なく続けてもらいたい・・・。

治療と仕事の両立支援に取り組みましょう
□ 最近では、治療技術の進歩により、がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎・その他難
病等、継続的に治療が必要な病気になっても、治療しながら働き続ける人が増えてきました。

□ ガイドラインでは両立支援のイロハから、職場環境の整備、支援の進め方、企業と医療
機関の的確な情報交換の仕方まで、具体的にご紹介しています。

□ 両立支援は、企業・労働者（患者）・医療機関の三者それぞれにメリットをもたらします。
☑ ガイドラインと連携マニュアルをご希望の方は山口産業保健総合支援センターにご用命く
ださい。ダウンロード版もあります。産保センターでは、企業・労働者（患者）からの両立
支援に関する相談、支援要請にも無料で対応しています。まずはご相談ください。

独立行政法人労働者健康安全機構 山口産業保健総合支援センター
〒753-0051 山口市旭通り二丁目9-19 山口建設ビル4階

https://www.yamaguchis.johas.go.jp/
TEL：083-933-0105／FAX：083-933-0106
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＜連携マニュアル＞
企業と医療機関が情
報のやり取りを行う
際の参考のために、
ガイドライン掲載の
様式例に沿って各様
式例の作成のポイン
トを示しています。
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＜ガイドライン＞
疾病を抱える労働者が治
療と仕事を両立できるよ
うに、事業場で必要とな
る支援の取り組み方法を
まとめています。

その方法を具体的に示した厚生労働省“ガイドライン”あります！

事業所における治療と仕事の両
立支援のためのガイドライン

企業・医療機関連携マニュ
アル（ガイドラインの参考資料）



 

 

 

 

                    年   月   日 

事業場名  

業 種  労働者数     人（企業規模   人）

事業内容  

所在地 
〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

担当者 

部署名  氏 名  

E-mail  

職 種 

□ 産業医    □ 保健師・看護師  □ 事業主 

□ 労務管理担当 □ 衛生管理者    □ 労働者（患者） 

□ その他（                     ） 

 

 
【申込先】独立行政法人労働者健康安全機構 山口産業保健総合支援センター 

〒753-0051 山口市旭通り二丁目 9-19 山口建設ビル 4 階 
  TEL：083-933-0105 

 

 

※本書をＦＡＸにて送信してください。申込書受領後、当センターからご連絡いたします。 
※この用紙に記載された個人情報は、産業保健活動総合支援事業の目的以外には使用いたしません。 

 

 

□ ガイドライン（「事業所における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」＋「企

業・医療機関連携マニュアル」）を送ってほしい。 

 

希望部数     部 

 

□ 治療と仕事の両立支援やガイドラインについて説明してほしい。 

 

個別訪問支援 

両立支援に係る情報提供（※ 担当者が事業場を訪問して説明します。） 

 訪問希望日時 

第１希望   年  月  日（  ）  時  分～    時  分 

第２希望   年  月  日（  ）  時  分～    時  分 

上記希望日以外の日程でも調整   可   ・   不可 

 

※ 支援センター記入欄 ： 

 

治療と仕事の両立支援「ガイドライン」申込書 

ＦＡＸ：０８３－９３３－０１０６ 

 メール：co-ryoritsu@yamaguchis.johas.go.jp 

希望内容：□にチェックを入れて下さい。 いずれも無料です。 



山口産業保健総合支援センターでは、事業場の労働衛生管理・産業保健活動
に取組む事業主、労務・安全衛生担当者、衛生管理者・（安全）衛生推進者、産
業医、保健師・看護師などの皆さんに各種サービスを提供し、働く人々の健康確
保を支援しています。ぜひご活用ください。サービスは無料です。

産業保健セミナー

産業保健相談員や外部講師が、年間を通して多彩なテーマで研修を実施しています。
労働衛生管理・産業保健活動の資質向上にお役立てください。

産業保健相談

産業保健相談員等を務める医師・保健師・労働衛生コンサルタント等が、ご担当者
様等から、労働衛生・産業保健にまつわる様々な相談をお受けしています（予約制）。

治療と仕事の両立支援

両立支援促進員が事業場を訪問し、治療を受けながら就労する従業員を支援する事
業場の体制整備について助言したり、意識啓発のための社内教育を実施します。

メンタルヘルス対策支援

メンタルヘルス対策促進員が事業場を訪問し、メンタルヘルス対策促進のための事
業場の体制整備について助言したり、意識啓発のための社内教育を実施します。

情報発信

ホームページ・メールマガジン等により、産業保健情報を発信しています。お申込
みにより、情報誌「産業保健２１」も無料で年４回お届けしています。

地域産業保健センター 県内９か所

山口産業保健総合支援センター傘下の「地域産業保健センター」では、産業医の選
任義務のない労働者数５０人未満の事業場を対象に、各種産業保健サービスを提供し
ています。

健診結果についての医師の意見聴取、長時間労働者・高ストレス者の面接指導、労
働衛生管理・健康管理に関する訪問支援、健康管理に関する相談に対応しています。
（下関市・宇部市・周南市・下松市・岩国市・山陽小野田市・防府市・山口市・萩市
に各地域産業保健センターがございます。）

〒753-0051 山口市旭通り二丁目９-１９ 山口建設ビル４階

https://www.yamaguchis.johas.go.jp/
TEL：０８３－９３３－０１０５／FAX：083-933-0106

独立行政法人
労働者健康安全機構 山口産業保健総合支援センター

詳しくはホームページをご覧ください。お問合せはお気軽に下記まで。

山口産業保健総合支援センターのご案内


